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             平成３０年度監査計画について 
 
本協会「監査に関する業務規則」第３条の規定により、平成３０年度監査計画を下

記のとおり作成したので通知します。 
 
                  記 
＜監査方針＞ 

本協会の監査は、監査に当たっての基本原則である「協会員の自主性尊重の原則」、
「補強性の原則」及び「効率的・効果的な監査の実施」に則して実施するが、重大
な法令等違反に対しては厳正に対処するとともに、法令等違反が発生した場合には
再発防止に向けた指導を強化する。 
監査に際しては、監督当局や消費生活センター等の関係機関と引き続きより緊密

な連携を図る。 
 
また、実地監査と書類監査の連携強化により、内部管理態勢の整備状況の実態把

握に努めるとともに、コンプライアンス態勢等が不十分な協会員に対しては、自主

規制各部門と連携して指導強化を図る。 

 

その他、監査の実施手続きや実地監査マニュアルなど、協会の監査に関すること

は「監査ガイドライン」によるものとする。 

 

１．監査の重点事項 

  本年度の監査は、次の各項目を重点事項として実施する。 

  (1)法令等遵守状況および経営管理機能の発揮状況 

(2)顧客等に関する情報管理態勢の整備状況     

(3)システムリスク管理態勢の整備状況 

  (4)法令等違反の再発防止策の検証 

 

２．監査対象協会員等 

(1)実地監査  一般監査、特別監査を合わせて１００協会員程度を対象に実施する。 

        

(2)書類監査  平成 28 年度の改定に基づき、原則として３年に１回の頻度で実施

する（対象協会員は、貸金業登録の満了日を基準に選定する）。 

  なお、平成 30 年度書類監査の対象協会員は、貸金業登録満了日

が、平成 31年 4月１日から翌年 3月 31日までに到来する協会員お

よび平成 30年 1月以降の新規加入協会員を対象とし、平成 30年度

下期に行う。 

以上 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

【参考】 

 

◎平成３０年度監査計画に基づく監査項目 

 

１． 経営管理等 

２． 法令等遵守態勢 

３． 反社会的勢力による被害の防止（疑わしい取引の届出を含む） 

４． 顧客等に関する情報管理態勢 

５． 外部委託 

６． 相談、苦情及び紛争等の対応態勢 

７． 貸金業務取扱主任者 

８． 禁止行為 

９． 利息・保証料等に係る制限等 

１０． 契約に係る説明態勢 

１１． 過剰貸付けの防止（取引時確認を含む） 

１２． 広告に関する規制 

１３． 書面の交付義務 

１４． 取立行為規制 

１５． 帳簿の備付け等 

１６． 債権譲渡等 

１７． 営業店登録 

１８． 過払金支払 

１９． システムリスク管理態勢 

２０． 非営利特例対象法人 

 

※下線 … 本年度の監査の重点事項 
 
 
◎「監査に関する業務規則」 
 （監査計画） 
 第３条 本協会は、その年度の監査に当たり、監査計画を作成し、これを協会員に

通知して実施する。ただし、必要があると認めるときは、監査計画に定め
る事項以外の事項についても、随時これを行う。 

 
◎「監査ガイドライン」の掲載場所：本協会ホームページに掲載しています。 

「ホームページ」（ＴＯＰ）→「協会について」→「業務内容」→｢監査ガイドライン｣ 
（http://www.j-fsa.or.jp/association/business/guideline.php） 
 
 

http://www.j-fsa.or.jp/association/business/guideline.php

